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〈
要
　
旨
V

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
T
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
此
の
エ
レ
ミ
や
書
第
二
章
の
研
究
論
文
は
五
章
か
ら
成
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
Q
り
■
刃
マ
O
ユ
〈
Φ
同
の
示
唆
（
ゆ
論
罪
三
二
章
、
ホ
セ
ア
書
二
章
、
詩
篇
一
〇

六
篇
と
エ
レ
ミ
や
書
二
章
と
の
文
学
的
関
連
に
つ
い
て
）
を
新
し
い
様
式
史
研
究
の
光
の
下
で
、
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
第
一
章
　
テ
キ
ス
ト
研
究
と
私
訳

　
．
死
海
写
本
（
エ
レ
ミ
や
書
断
片
）
で
は
、
エ
レ
ミ
ャ
書
の
少
な
く
と
も
二
つ
の
異
な
っ
た
テ
キ
ス
ト
の
然
承
が
あ
る
。
即
ち
マ
ソ
ラ
伝
承
と
セ
プ
ト
ゥ
ア
ギ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
5
V

ン
タ
伝
．
氷
と
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
比
較
研
究
に
、
B
H
K
三
版
と
N
ざ
字
q
訂
『
の
セ
プ
ト
ゥ
ア
ギ
ン
タ
版
と
を
矯
い
た
。
（
最
近
B
H
S
エ
レ
ミ
や
書
が
出
版

さ
れ
た
）

　
　
　
　
第
二
章
　
文
学
的
特
質
の
研
究

　
先
ず
、
詩
と
散
文
と
を
区
別
し
、
預
欝
詩
の
構
造
を
吟
味
す
る
。

　
　
　
　
　
（
6
＞

　
1
　
戸
じ
。
ぞ
讐
の
平
行
法

　
2
　
反
復
法

　
3
　
我
と
汝
の
文
体
（
預
需
者
の
契
約
メ
ッ
セ
…
ジ
の
特
徴
）
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エ
レ
ミ
や
書
套
一
一
章
は
肯
定
文
と
否
定
文
の
一
一
つ
の
構
造
か
ら
成
っ
て
い
る
。
即
ち
、
肯
定
文
は
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
全
能
の
働
き
を
述
べ
、
否
定
交
は
イ
ス
ラ
エ

ル
の
背
信
の
騨
を
語
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
第
三
章
　
様
武
批
翻
研
究

　
預
言
者
の
預
言
類
型
…
犠
に
、
契
約
肉
ミ
様
式
（
罠
の
契
約
破
棄
を
訴
え
る
預
需
様
式
）
が
エ
レ
ミ
や
書
第
二
章
の
中
心
テ
ー
マ
を
成
し
て
い
る
こ
と
を
吟

味
し
、
そ
の
契
約
沁
尋
様
式
の
特
質
を
取
扱
う
。

　
　
　
　
第
四
章
　
伝
承
史
研
究

　
エ
レ
ミ
ャ
玉
詠
二
章
は
一
つ
の
特
種
伝
承
に
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
契
約
肉
さ
様
式
の
伝
承
の
流
れ
（
申
命
記
三
二
章
、
ホ
セ
ア
書
、
ア
サ
フ
詩
篇
、
エ
レ

ミ
や
書
二
章
へ
伝
え
ら
れ
た
も
の
）
で
あ
．
る
。

　
こ
の
契
約
肉
蓼
様
式
は
、
北
イ
ス
ラ
エ
ル
の
「
預
言
者
的
ー
レ
ビ
的
サ
ー
ク
ル
扁
に
由
来
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
歴
史
に
お
け
る
信
抑
の
危
機
の
時
代
に
形
成

さ
れ
、
職
悔
の
礼
拝
で
用
い
ら
れ
、
又
、
背
信
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
梅
改
め
を
表
現
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
来
た
。

　
比
の
契
約
向
き
の
伝
承
は
『
ア
サ
フ
詩
篇
の
人
々
』
に
よ
っ
て
数
世
紀
に
亘
っ
て
保
存
さ
れ
、
伝
え
ら
れ
て
来
た
。
彼
ら
は
「
預
言
者
的
ー
レ
ビ
的
サ
ー
ク

ル
」
を
形
成
し
て
い
た
。

　
　
　
　
第
五
章
　
神
学
的
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
此
の
伝
承
と
エ
レ
ミ
ヤ
の
個
挫
と
の
闘
連
を
取
扱
う
。
エ
レ
ミ
ヤ
の
預
言
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
一
一
つ
の
醤
を
持
っ
て
い
る
。
一
つ
は
ヤ
ハ
ウ
ェ
信
仰
徴
承
で
あ

り
、
も
う
一
つ
は
、
エ
レ
ミ
や
自
身
の
個
人
的
体
験
と
思
想
で
あ
る
。
　
エ
レ
ミ
ヤ
は
契
約
肉
き
伝
承
に
立
ち
、
同
暁
に
背
儒
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
現
実
（
エ
レ

ミ
ヤ
の
生
き
た
時
代
の
）
に
そ
の
伝
照
を
い
か
に
か
し
て
適
応
さ
せ
、
生
か
そ
う
と
努
力
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
契
約
肉
さ
伝
承
の
現
実
へ
の
具
現
化

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
＞

（
＜
興
σ
q
①
σ
q
窪
毒
弩
焦
σ
q
§
α
Q
）
で
あ
る
。

（3｝（2）（1）　注

O
貯
q
り
2
＄
凱
。
づ
℃
冨
ω
①
幾
①
◎
3
ひ
Φ
¢
駄
く
興
。
。
隷
蜜
o
h
国
島
一
訂
げ
煽
吋
⑳
ダ
勺
『
．
U
．

ω
■
閑
●
O
ユ
＜
①
が
》
ゆ
回
P
菖
O
α
爆
O
ゆ
凶
O
二
8
渉
Φ
ピ
犀
段
越
南
叫
①
O
幽
捗
ゴ
Φ
0
5
6
⑦
馨
⇔
ヨ
Φ
づ
f
国
鎌
β
び
¢
彊
一
ど
H
⑩
↑
昏
⊃
ハ
埠
プ
O
餌
シ
や
ゆ
②

bd

装
ｸ
“
　
b
ご
び
賦
⇔
口
⑦
び
鑓
陣
o
p
Q
O
同
島
．
Φ
鎌
G
図
“
囚
翻
3
ザ
卸
や
閑
p
び
一
ρ
ω
け
三
お
⇔
轟
v
H
⑩
窃
蒔
（
刈
ひ
①
窪
■
y
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（6）　（5）　（4＞（8＞　（7｝

ピ
×
×
”
ω
o
讐
無
戸
σ
q
ぎ
窮
“
＆
’
｝
●
§
⑦
σ
q
δ
斜
○
α
葺
嵩
α
q
o
ρ
H
¢
雪
噸

じd

ﾙ
Q
り
”
し
d
｝
江
幣
賭
①
窪
鉱
＄
望
¢
茸
σ
q
霞
8
塗
ダ
a
．
囚
顧
田
｝
陣
σ
q
¢
2
毛
．
犀
¢
阜
。
ξ
ダ
ω
ε
算
α
q
霞
r
巳
ざ
■

多
い
。
≦
【
7
U
Φ
舞
。
屋
娼
。
窃
一
¢
①
げ
H
器
。
愛
日
〉
ミ
総
”
国
6
．
U
g
ε
屈
①
。
a
o
p
チ
。
ω
霧
器
畠
℃
o
簿
蔓
。
隔
爵
¢
匡
。
ぴ
諺
芝
ら
・
”
H
㏄
δ
“
H
㏄
も
G
¢

（
良
ゲ
①
蜘
．
）
’
℃
ワ
8
潟
山
に
．

Z
．
芝
．
勺
。
淫
8
霧
”
ζ
く
冒
α
q
榊
ゲ
。
竃
巻
ε
曙
Ψ
○
尊
。
触
斜
H
ま
メ
℃
ワ
α
伊
紹
’

浮
置
G
O
マ
㏄
8
嵩
8

第
三
章
　
様
式
撹
判
研
究

　
　
　
　
皿
　
エ
レ
ミ
ャ
書
第
二
章
の
契
約
肉
き
様
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
ρ
タ
、
霧
審
N
罎
鋤
§
は
彼
の
著
書
、
．
O
寒
露
母
。
戦
臼
窪
鷺
。
喜
Φ
無
m
象
窪
需
亀
¢
．
、
P
り
0
9
で
｝
つ
の
闘
題
を
提
起
し
て
い
る
。
　
「
記
述
預

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

言
者
の
様
式
史
的
研
究
は
、
本
来
、
預
言
の
基
本
的
な
形
の
ヴ
｝
・
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
確
定
し
、
取
扱
い
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
。
し
か

し
、
彼
は
一
つ
の
実
例
と
し
て
、
法
廷
弁
論
（
法
手
続
き
）
の
預
言
者
の
様
式
を
示
唆
的
に
挙
げ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
囲
．
烈
o
o
ぴ
も
そ
の
著
書
．
．
≦
－
霧
碧
閃
。
吋
ヨ
σ
q
㊦
ω
。
露
。
ぴ
樽
㊦
想
、
、
9
り
⑦
腿
）
で
同
様
の
問
題
を
指
摘
し
て
い
る

　
「
．
預
雷
記
述
の
中
か
ら
、
多
く
の
独
立
し
た
預
言
類
型
を
取
上
げ
て
来
た
。
し
か
し
、
こ
れ
で
預
言
類
型
を
全
都
包
容
し
た
の
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
重
要
な
実
例
、
例
え
ば
法
訴
訟
．
、
轡
p
・
乏
。
。
だ
膏
、
．
な
ど
は
ス
ペ
…
ス
の
関
係
で
考
察
し
な
い
ま
ま
取
残
さ
れ
て
い
る
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

様
式
批
判
研
究
な
し
に
は
、
預
言
書
の
基
本
的
な
釈
義
は
単
な
る
ω
需
〇
三
鉾
δ
浮
に
陥
っ
て
了
う
で
あ
ろ
う
」
と
。

　
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
ユ
レ
ミ
ャ
書
第
二
章
の
様
式
批
判
研
究
i
特
に
、
契
約
肉
き
様
式
を
取
上
げ
た
い
と
思
う
。

　
エ
レ
ミ
や
書
第
二
章
で
、
ヒ
ブ
ル
語
沁
き
は
三
回
記
さ
れ
て
い
る
。
（
九
・
九
・
二
九
簸
）

　
皿
、
だ
か
ら
、
私
は
な
お
あ
な
た
が
た
と
争
う
、
（
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
託
宣
）
あ
な
た
が
た
の
子
孫
と
争
う
。
」
（
九
節
）

　
「
な
ぜ
、
あ
な
た
が
た
は
私
と
争
う
の
か
。
」
（
二
九
簿
）
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A
　
ヒ
ブ
ル
語
の
原
初
的
意
味
と
肉
詠
の
研
究
史
概
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
こ

　
ご
・
諺
・
ζ
o
冨
壽
冨
（
8
プ
。
肉
ミ
｝
、
腎
ぴ
0
9
0
貯
島
①
○
ζ
6
①
韓
鋤
ほ
ゆ
馨
深
憂
紹
）
は
肉
奪
の
原
初
的
な
意
味
を
「
争
い
」
と
し
第
二
義
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

に
法
酌
意
味
（
法
廷
訴
訟
）
に
用
い
ら
れ
た
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
7
＞

　
肉
奪
の
理
解
に
一
転
機
を
与
え
た
の
は
、
旨
ゆ
①
α
q
鼠
。
げ
で
あ
る
（
一
九
三
八
年
）
。
国
●
の
離
州
①
｝
に
従
い
、
彼
は
肉
鉢
を
、
法
廷
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

る
訴
訟
手
続
の
専
門
的
表
記
用
語
と
し
、
世
俗
の
法
廷
に
お
け
る
法
廷
弁
論
に
由
来
す
る
と
論
じ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
国
。
≦
安
チ
名
①
ぎ
は
彼
に
反
論
し
、
肉
詠
は
祭
儀
に
お
け
る
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
告
発
を
意
味
す
る
と
主
張
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
寓
山
唖
じ
d
O
Φ
。
げ
曾
は
ヒ
ブ
ル
法
同
体
に
お
け
る
法
廷
弁
論
と
し
て
肉
ミ
を
理
解
し
た
。

　
し
か
し
、
最
近
の
研
究
は
、
契
約
と
の
関
係
で
肉
尋
を
理
解
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
国
■
じ
ご
◎
類
＝
欺
ヨ
。
降
は
「
契
約
一
訴
訟
」
（
O
o
〈
窪
⇔
糞
－
い
山
妻
ω
巳
叶
）
と
い
う
表
現
を
肉
魯
に
適
免
し
た
最
初
の
人
で
あ
る
。
国
璽
○
¢
爵
鉱
の

「
法
廷
弁
論
」
（
○
①
ユ
。
ぎ
巽
a
①
）
の
表
現
を
受
入
れ
、
メ
ン
デ
ソ
ホ
ー
ル
の
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の
条
約
文
と
肉
詠
様
式
の
比
較
研
究
に
従
っ
て
。

　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
0
9
円
●
≦
鼠
α
q
算
は
申
軍
記
三
二
章
の
「
神
の
訴
訟
」
を
研
究
し
、
、
「
契
約
一
訴
訟
の
様
式
」
は
「
モ
ー
セ
の
契
約
更
新
の
様
式
」
の
再

定
式
化
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
た
。

　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
国
．
〈
0
5
≦
鵠
α
o
≦
は
「
預
言
者
の
法
廷
弁
論
の
様
式
は
、
形
態
的
に
は
ヒ
ブ
ル
法
共
同
体
の
法
廷
に
お
け
る
法
廷
弁
論
に
基
づ
く
の

で
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
ヤ
ハ
ウ
ェ
と
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
契
約
伝
承
に
よ
っ
て
い
る
」
と
論
証
し
た
。

　
　
　
　
　
（
1
4
ゾ

　
乏
亀
こ
d
①
唄
⑦
冠
団
路
は
、
「
契
約
破
棄
の
肉
鉢
」
（
し
d
上
汁
飾
①
ω
ぴ
毎
0
7
沁
尋
〉
と
い
う
表
現
を
正
し
く
臨
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
旨
冨
富
B
鑓
の
は
、
「
契
約
の
告
発
」
（
じ
d
§
島
霧
－
》
爵
訂
ひ
晦
Φ
）
〈
一
撃
（
葺
穿
く
①
ぎ
に
従
っ
て
一
）
と
い
う
言
葉
を
幾
等
し
た
。

　
肉
導
は
「
民
の
契
約
破
棄
を
訴
え
る
預
言
様
式
」
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
「
肉
き
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
箇
所
の
O
o
箕
①
簿

に
お
い
て
理
解
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

　
　
B
　
エ
レ
ミ
や
書
第
二
章
の
契
約
肉
尋
様
式
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寓
●
じ
導
．
寓
ロ
鞭
露
。
⇒
と
宮
匡
震
〈
①
団
は
、
エ
レ
ミ
や
書
第
二
章
の
肉
辱
様
式
の
構
造
を
そ
れ
ぞ
れ
分
析
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
出
●
し
d
9
国
¢
鵠
ヨ
8
は
、
エ
レ
ミ
や
書
二
章
四
－
＝
二
節
の
様
式
を
「
契
約
・
訴
訟
」
と
名
付
け
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
預
言
者
の
訴
訟

（
法
廷
弁
論
〉
は
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
と
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
契
約
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
提
言
は
、
O
・
財
曾
≦
ゴ
σ
q
ぴ
♂
い
鱗
釘
く
Φ
図
“
霜
．

　
　
　
（
1
7
）

い
山
≦
o
鍵
⇒
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
。

　
　
　
　
（
1
8
）

　
旨
鵠
霞
く
醸
は
肉
き
様
式
を
二
つ
に
分
類
し
た
。
即
ち
、
審
判
の
肉
ミ
（
申
命
詑
三
二
、
エ
レ
ミ
ヤ
ニ
、
詩
篇
五
〇
）
と
警
告
の
肉
ミ
（
イ
ザ

ヤ
一
、
ミ
カ
六
）
と
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
肉
ミ
様
式
構
造
の
単
元
の
拡
が
り
に
関
す
る
問
題
に
直
面
す
る
。
国
．
し
づ
●
鵠
熱
ヨ
。
旨
は
、
エ
レ
ミ
ヤ
ニ
章
四
…
十
三
節
に
限

定
し
、
9
寓
母
く
塁
や
乏
◎
し
d
①
閤
錘
ロ
は
、
エ
レ
ミ
や
楽
章
二
一
三
七
全
体
を
肉
ミ
様
式
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
や
　

　
ρ
≦
①
馨
興
ヨ
窪
コ
は
、
「
肉
ミ
様
式
は
『
包
括
的
』
と
い
う
顕
著
な
特
微
を
も
っ
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
エ
レ
ミ
や
第
二
章
は
元
来
、
小
さ
な
単
元
の
預
言
が
エ
レ
ミ
ヤ
の
初
期
の
預
書
の
主
題
（
肉
§
の
も
と
に
集
め
ら
れ
た
、
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
智
ヒ
O
巴
蒔
節
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
第
二
章
は
一
つ
の
主
題
の
も
と
に
集
め
ら
れ
た
エ
レ
ミ
ヤ
の
預
言
集
で
あ
り
、
エ
ホ
ヤ

キ
ム
王
の
治
世
に
現
在
の
形
に
配
列
さ
れ
た
。
　
そ
れ
は
最
初
エ
レ
ミ
や
密
書
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
疑
い
な
く
甲
O
．
⑤
0
0
年
の
『
あ
の
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

物
』
（
．
ハ
ル
ク
の
巻
物
）
と
結
合
し
て
い
る
」
と
。

　
我
々
は
、
エ
レ
、
ミ
ヤ
書
第
二
章
の
「
契
約
肉
蓼
様
式
」
を
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

一、

V
に
対
す
る
ア
ピ
ー
ル
（
士
一
鋪
）

　
　
「
天
よ
、
こ
の
こ
と
に
驚
け
一
　
（
ヒ
ブ
ル
語
の
語
鼠
合
わ
せ
）

二
、
契
約
歴
史
の
叙
述
（
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
救
済
行
為
）

　
民
　
繊
エ
ジ
プ
ト
（
六
鎌
）
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「
エ
ジ
プ
ト
の
地
か
ら
私
た
ち
を
導
き
出
し
た
ヤ
ハ
ウ
ェ
」

　
b
　
荒
野
で
（
六
節
）

　
　
　
「
荒
野
で
私
た
ち
を
導
い
た
ヤ
ハ
ウ
ェ
」

　
じ
　
約
束
の
地
へ
の
入
國
（
七
、
二
一
節
）

　
　
　
「
私
は
あ
な
た
が
た
を
豊
か
な
地
に
導
き
入
れ
、
」
（
七
節
）

　
　
　
「
私
自
身
あ
な
た
が
た
を
良
い
ぶ
ど
う
、
全
く
よ
い
種
と
し
て
植
え
た
」

三
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
質
問
（
即
7
Φ
8
ユ
。
β
。
一
〇
β
o
ω
島
O
昌
）

　
乱
　
ど
こ
に
？
　
（
六
・
八
・
二
八
節
）

　
　
『
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
ど
こ
に
？
・
』

　
b
　
？
・
　
（
十
一
・
十
七
・
三
二
節
）

　
　
『
か
か
る
国
が
あ
ろ
う
か
』
（
＋
一
節
）

　
G
　
何
？
・
　
（
五
、
　
一
八
、
三
三
、
三
六
節
）

　
　
『
何
の
悪
を
私
に
見
趨
し
て
…
…
』
（
五
節
）

　
己
　
　
な
津
ぜ
？
・
　
（
二
九
節
）

　
　
『
な
ぜ
あ
な
た
が
た
は
私
と
争
う
の
か
』

四
、
契
約
破
棄
の
民
に
対
す
る
告
発

　
乱
　
バ
ァ
ル
礼
拝
へ
の
非
難
－
祭
儀
の
領
域
～

　
　
　
バ
ア
ル
礼
拝
は
契
約
関
係
の
破
棄
で
あ
る
。

　
　
③
ヤ
ハ
ウ
ェ
対
バ
ア
ル
（
五
・
八
・
＋
一
節
）

（
二
一
節
）
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『
空
し
い
も
の
』
（
五
節
）

　
　
　
　
「
予
言
者
は
『
。
ハ
ア
ル
』
に
よ
っ
て
預
言
し
、
『
無
益
な
も
の
』
に
従
っ
た
。
」
（
八
節
）

　
　
②
　
バ
ア
ル
礼
拝
（
七
。
二
五
二
…
七
節
）

　
　
　
　
「
私
は
『
異
邦
の
も
の
』
を
愛
し
彼
ら
の
あ
と
を
追
い
か
け
ま
す
。
」
（
二
五
節
）

し
　
法
の
領
域

　
　
①
十
誠
に
反
し
て

　
　
　
　
バ
ア
ル
礼
拝
自
身
が
十
誠
を
犯
す
罪
で
あ
る
。

　
　
②
『
契
約
の
書
』
（
ミ
シ
ユ
パ
テ
ィ
ム
）
に
反
し
て

　
　
　
　
「
あ
な
た
の
衣
の
す
そ
に
（
貧
し
い
）
罪
な
き
人
の
撫
が
　
見
禺
さ
れ
る
（
砿
出
戸
ジ
プ
ー
・
壬
…
一
章
六
節
）

　
　
　
　
あ
な
た
は
そ
れ
を
『
家
に
押
し
入
る
者
』
に
対
し
て
し
た
の
で
も
な
い
扁
（
砿
出
エ
ジ
プ
ト
…
一
二
節
一
節
）
！
（
三
四
節
）

　
仏
　
国
際
聡
父
渉
の
領
域
（
十
八
節
、
三
六
節
）

　
　
　
　
エ
ジ
プ
ト
、
ア
ッ
シ
リ
ヤ
と
の
関
孫
の
聞
題
に
関
し
て
。

　
エ
レ
ミ
ヤ
は
も
ろ
も
ろ
の
罪
が
由
来
す
る
究
極
的
な
罪
を
指
摘
す
る
。
即
ち
『
ヤ
ハ
ウ
ェ
を
捨
て
る
こ
と
』
で
あ
る
（
＋
三
節
、
牽
七
節
、

＋
九
節
）
。

「
私
の
民
は
私
を
捨
て
た
」
（
十
一
嵩
節
）
。
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

一漁

￥
¥
山
ハ
節
（
自
揖
依
風
記
述
脅
禦
句
）
で
は

　
［
彼
ら
が
私
を
捨
て
て
、
－
も
ろ
も
ろ
の
悪
事
を
行
な
っ
た
の
で
、
私
は
彼
ら
に
審
判
を
下
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

五
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
審
判
～
契
約
の
呪
い
i

　
乱
　
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
怒
り
（
一
一
一
煮
簾
）
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し
　
滅
び
の
型
に
お
け
る
獅
子
（
一
五
節
）

　　

@　

@　

@「

ﾞ
に
向
っ
て
獅
子
は
ほ
え
　
叫
び
を
あ
げ
た
。
」

　　

b
　
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
審
き
（
三
五
節
）

　　

@　

@　

u
見
よ
、
私
は
あ
な
た
を
審
く
」
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第
四
章
　
伝
承
史
硬
究

　
　
麗
　
契
約
肉
き
伝
承
　
　
北
イ
ス
ラ
エ
ル
の
預
言
者
伝
承

　
A
　
契
約
肉
き
伝
承
の
背
景
を
な
す
宗
教
的
危
機

　
イ
ス
ラ
エ
ル
は
そ
の
歴
史
の
過
程
で
、
彼
ら
の
鐸
と
背
信
の
結
果
、
宗
教
的
危
機
に
直
面
し
た
。
こ
れ
ら
の
危
機
の
中
で
、
契
約
沁
辱

は
、
聖
書
伝
承
に
よ
れ
ば
、
エ
、
ー
セ
（
串
命
記
三
二
）
を
は
じ
め
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
使
者
（
士
師
二
）
、
ヤ
ハ
ウ
ヴ
一
の
預
言
者
（
士
師
六
）
、
ホ
セ

ア
、
エ
レ
ミ
ヤ
、
ア
サ
フ
詩
篇
（
五
〇
、
八
一
、
一
〇
六
）
等
に
よ
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
も
た
ら
さ
れ
た
。

　
か
か
る
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対
す
る
断
罪
は
、
特
定
の
文
学
様
式
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
『
イ
ス
ラ
エ
ル
は
私
を
捨
…
て
た
』

　
　
（
山
中
命
詑
三
二
・
五
、
ホ
セ
ア
四
・
一
〇
、
士
師
一
〇
・
＋
三
、
士
師
二
・
＋
三
、
＋
七
、
＋
九
）

　
『
イ
ス
ラ
エ
ル
は
私
を
亡
心
れ
た
』

　
　
（
申
命
記
三
二
・
幸
八
、
ホ
セ
ァ
ニ
・
＋
鷲
、
四
・
六
、
エ
レ
ミ
ァ
ニ
・
三
　
一
）

　
『
イ
ス
ラ
エ
ル
は
私
の
声
に
聞
き
従
わ
な
か
っ
た
』
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（
士
師
二
・
二
、
六
・
一
〇
、
ホ
セ
ア
九
・
＋
七
、
詩
篇
八
一
・
＋
二
、
　
一
〇
六
二
謹
）

　
こ
れ
ら
の
章
句
は
共
通
の
主
題
を
も
つ
い
る
。
即
ち
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
と
そ
の
民
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
契
約
関
係
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
契

約
関
係
を
破
る
時
、
そ
こ
に
宗
教
的
危
機
が
生
ず
る
こ
と
で
あ
る
。

　
契
約
沁
ミ
の
伝
承
の
歴
史
の
中
に
、
宗
教
的
危
機
の
出
来
事
が
幾
つ
か
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ω
　
荒
野
に
お
け
る
つ
ぶ
や
き
（
背
信
）
の
主
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
氏
　
マ
ラ
で
の
つ
ぶ
や
き
（
出
エ
ジ
プ
ト
＋
五
二
三
去
五
）

　
マ
ラ
で
の
つ
ぶ
や
き
の
叙
述
は
二
つ
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
一
つ
は
「
マ
ラ
」
の
地
名
起
源
で
あ
る

　
　
「
彼
ら
は
マ
ラ
に
着
い
た
が
、
マ
ラ
の
水
が
苦
い
（
論
纂
ヨ
）
の
で
飲
め
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
、
そ
の
所
の
名
は
マ
ラ
と
呼
ば
れ
た
」

　
　
（
二
三
節
）
。

　
も
う
一
つ
は
「
つ
ぶ
や
き
」
の
主
題
で
、
（
二
四
一
二
五
節
）
、
民
の
つ
ぶ
や
き
と
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
恵
み
の
み
業
を
述
べ
て
い
る
。

　
　
「
民
は
モ
ー
セ
に
向
っ
て
つ
ぶ
や
い
た
。

　
　
『
私
た
ち
は
何
を
飲
む
の
で
す
か
。
』
」
（
一
四
節
）
。

　
こ
の
「
つ
ぶ
や
き
」
（
冨
鵠
）
は
、
反
抗
、
背
反
を
表
わ
し
、
そ
れ
が
「
危
機
」
を
生
み
出
し
た
。
し
か
し
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
彼
ら
の
危
機
に

際
し
、
恵
み
の
み
業
を
も
っ
て
応
え
ら
れ
た
（
二
六
節
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
リ
　
ム

　
マ
ラ
物
語
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
「
苦
い
」
背
甲
の
体
験
を
物
語
っ
て
お
り
、
「
苦
い
」
マ
ラ
の
伝
承
は
、
申
命
記
三
二
章
、
ア
サ
フ
詩
篇

一
〇
六
、
エ
レ
ミ
ヤ
ニ
章
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
彼
ら
の
ぶ
ど
う
は
毒
ぶ
ど
う
、
そ
の
房
は
苦
い
」
（
串
命
記
三
二
・
三
二
）

　
　
「
彼
ら
が
神
の
霊
に
背
い
た
時
」
（
7
ヨ
ご
詩
篇
一
〇
六
二
棄
）

　
　
「
ど
う
し
て
、
苦
い
．
野
ぶ
ど
う
に
変
っ
た
か
」
（
エ
レ
ミ
ヤ
ニ
三
豊
一
一
）

一　11　一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
b
　
メ
リ
バ
で
の
つ
ぶ
や
き
（
出
エ
ジ
プ
ト
一
七
・
丁
七
）

　
メ
リ
バ
で
の
つ
ぶ
や
き
の
物
語
は
マ
ラ
物
語
と
同
様
の
構
成
で
、
二
つ
の
要
素
か
ら
成
っ
て
い
る
。
一
つ
は
「
メ
リ
バ
鳳
の
地
名
起
源

で
あ
る
。

　
「
彼
は
そ
の
所
の
名
を
メ
リ
バ
と
呼
ん
だ
。
そ
れ
は
イ
ス
ラ
エ
ル
人
々
が
争
っ
た
（
肉
§
ゆ
え
で
あ
る
」
（
七
瀬
）
。

　
も
う
一
つ
の
要
素
は
「
つ
ぶ
や
き
」
の
主
題
で
、
民
の
つ
ぶ
や
き
と
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
恵
み
の
み
業
を
述
べ
て
い
る
。

　
「
民
は
そ
の
所
で
水
に
か
わ
き
、
モ
ー
セ
に
向
っ
て
つ
ぶ
や
い
た
（
一
§
）
、
『
あ
な
た
は
、
な
ぜ
　
私
た
ち
を
エ
ジ
プ
ト
か
ら
導
き
出
し

て
…
…
死
な
せ
よ
う
と
す
る
の
で
す
か
鵠
（
三
簸
）

　
民
の
つ
ぶ
や
き
は
モ
ー
セ
に
対
す
る
の
み
な
ら
ず
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
に
対
す
る
反
抗
（
背
骨
）
で
あ
る
。
　
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
彼
ら
の
背
信
の
危
機

に
お
い
て
さ
え
、
恵
み
の
み
業
を
も
っ
て
応
え
ら
れ
た
（
六
節
）
。

　
メ
リ
バ
物
語
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
「
ヤ
ハ
ウ
ェ
に
対
す
る
争
い
（
沁
㌦
辱
こ
の
体
験
を
述
べ
て
お
り
、
こ
の
メ
リ
バ
伝
承
は
民
間
記
二
〇
粛
、

詩
篇
八
一
・
八
、
　
一
〇
六
・
三
二
、
　
エ
レ
ミ
ヤ
ニ
章
二
九
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。

「
あ
な
た
が
た
は
な
ぜ
私
と
争
う
（
肉
㌦
ひ
）
の
か
」
（
繊
エ
ジ
プ
ト
＋
七
二
…
節
）
．

「
こ
れ
が
メ
夢
バ
の
水
で
あ
っ
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
々
は
こ
こ
で
主
と
争
っ
た
（
肉
§
」
（
民
数
記
二
〇
・
t
こ

「
私
は
メ
リ
バ
の
水
の
ほ
と
り
で
、
あ
な
た
を
試
み
た
篇
（
詩
篇
八
丁
八
）

「
彼
ら
は
メ
リ
バ
の
ほ
と
り
で
ヤ
ハ
ウ
ェ
を
怒
ら
せ
た
」
（
詩
篇
一
〇
六
二
三
）

「
あ
な
た
が
た
は
な
ぜ
私
と
争
う
（
沁
蓼
）
の
か
　
あ
な
た
が
た
は
皆
私
に
そ
む
い
て
い
る
。
」
（
エ
レ
ミ
ャ
一
∵
二
九
節
）

　
此
の
エ
レ
ミ
ヤ
の
言
葉
は
メ
ジ
バ
伝
承
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヰ
　

②
　
シ
ナ
イ
／
ホ
レ
ブ
、
ベ
テ
ル
、
ダ
ン
で
の
金
の
仔
牛
礼
拝

　
翫
　
シ
ナ
イ
／
ホ
レ
ブ
で
の
金
の
仔
牛
礼
拝
（
出
エ
ジ
プ
ト
一
一
ご
一
章
）

！2



　
金
の
仔
牛
礼
拝
は
イ
ス
ラ
ユ
ル
の
宗
教
的
危
機
の
事
件
で
あ
っ
た
。
出
ユ
ジ
プ
ト
三
二
章
は
シ
ナ
イ
／
ホ
レ
ブ
で
の
金
の
仔
牛
礼
拝
が

偶
像
礼
拝
で
あ
り
ヤ
ハ
ウ
ェ
と
の
契
約
破
棄
で
あ
っ
た
こ
と
を
詑
し
て
い
る
。

　
「
彼
ら
は
言
っ
た
『
イ
ス
ラ
エ
ル
よ
、
こ
れ
は
あ
な
た
を
エ
ジ
プ
ト
の
国
か
ら
導
き
出
し
た
あ
な
た
の
神
で
あ
る
』
」
（
嵩
エ
ジ
プ
ト
三

二
章
四
・
八
節
）
。
　
モ
ー
セ
は
そ
れ
が
「
大
き
な
罪
」
（
㎝
＝
節
）
で
あ
る
と
言
っ
て
、
民
を
断
罪
し
た
。
こ
の
伝
承
は
詩
篇
一
〇
六
、
エ
レ

ミ
ヤ
ニ
章
に
継
承
さ
れ
た
。

　
「
彼
ら
は
ホ
レ
ブ
で
仔
牛
を
造
り
、
鋳
物
の
像
を
拝
ん
だ
。
彼
ら
は
神
の
栄
光
を
羊
を
食
う
牛
の
像
と
取
り
替
え
た
。
」
詩
篇
一
〇
六
・
二
〇
）

　
「
私
の
罠
は
そ
の
栄
光
を
『
益
な
き
も
の
』
と
取
り
替
え
た
」
（
エ
レ
ミ
ヤ
ニ
章
士
）

　
エ
レ
ミ
ヤ
の
言
葉
は
こ
の
伝
承
に
由
来
し
て
い
る
が
、
彼
の
特
徴
は
、
此
の
伝
承
を
彼
の
同
時
代
の
情
況
（
イ
ス
ラ
エ
ル
の
偶
像
礼
拝
、
契

約
破
棄
）
に
適
用
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　
し
　
ベ
テ
ル
、
ダ
ソ
で
の
金
の
仔
牛
礼
拝
（
列
王
記
上
＋
二
章
天
…
…
一
…
三
）
。

　
ヤ
ラ
ベ
ア
ム
王
は
二
つ
の
金
の
仔
牛
を
造
り
、
　
一
つ
を
ベ
テ
ル
に
、
　
一
つ
を
ダ
ン
に
置
い
た
。

　
ベ
テ
ル
は
王
の
聖
所
、
北
イ
ス
ラ
エ
ル
王
国
の
神
殿
で
あ
り
（
ア
モ
ス
七
章
＋
…
ご
、
金
の
仔
牛
が
そ
こ
で
細
流
さ
れ
た
。

　
「
イ
ス
ラ
エ
ル
よ
、
あ
な
た
が
た
を
エ
ジ
プ
ト
の
國
か
ら
導
き
出
し
た
あ
な
た
が
た
の
神
を
見
よ
。
」
（
列
王
嵩
上
＋
二
章
二
八
）
，

　
此
の
章
句
は
出
エ
ジ
プ
ト
三
二
章
四
、
八
節
と
酷
似
し
て
い
る
。
疑
い
な
く
、
元
来
二
つ
の
独
立
し
た
出
来
事
の
伝
承
が
、
互
に
影
響

　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

し
斎
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
此
の
金
の
仔
牛
礼
拝
は
王
エ
ヒ
フ
（
列
王
記
下
十
章
二
八
、
二
九
飾
）
や
、
ヤ
ラ
ベ
ア
ム
ニ
世
（
列
王
窓
下
一
四
章
工
三
以
下
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
｝

の
治
世
に
も
北
イ
ス
ラ
エ
ル
で
行
な
わ
れ
た
。

　
預
雷
者
ホ
セ
ア
は
仔
牛
礼
拝
や
ベ
テ
ル
を
非
難
し
た
。
（
ベ
テ
・
ア
ベ
ソ
、
四
章
＋
五
、
五
章
八
節
、
一
〇
心
知
鐘
）

　
「
彼
ら
は
銀
と
金
を
も
っ
て
、
1
偶
像
を
造
っ
た
。
こ
れ
は
神
で
は
な
い
。
サ
マ
リ
ヤ
の
仔
牛
は
砕
け
て
粉
と
な
る
」
（
ホ
セ
ア
八
章
五
．
六
）
。

　
ベ
テ
ル
に
お
い
て
、
出
エ
ジ
プ
ト
救
済
に
関
し
、
　
二
つ
の
異
な
っ
た
信
仰
告
白
形
体
の
問
に
闘
い
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
一
つ
は
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「
ヤ
ハ
ウ
ェ
が
イ
ス
ラ
エ
ル
を
エ
ジ
プ
ト
か
ら
導
き
嶺
し
た
」
と
い
う
告
白
で
、
　
正
典
預
言
者
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
た
（
法
師
二
二
、
ホ

セ
ア
＋
二
・
＋
四
、
詩
篇
八
T
t
、
エ
レ
ミ
ヤ
ニ
ニ
ハ
、
ア
モ
ス
ニ
δ
、
＝
…
一
）
。

　
他
は
背
信
の
民
の
告
白
す
る
も
の
で
、
「
金
の
仔
牛
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
を
エ
ジ
プ
ト
か
ら
導
き
出
し
た
」
と
い
う
（
出
監
ジ
プ
ー
・
三
二
章
穿
八
、

列
王
記
上
一
二
章
一
天
、
ネ
ヘ
ミ
や
九
・
＋
八
）
。
か
か
る
ヤ
ハ
ウ
ェ
信
仰
の
危
機
に
お
い
て
、
北
イ
ス
ラ
エ
ル
の
べ
テ
ル
を
め
ぐ
っ
て
、
預
言
者

運
動
が
盛
ん
と
な
っ
た
。
特
に
ホ
セ
ア
、
ア
モ
ス
に
お
い
て
一
。

　
エ
レ
ミ
や
書
も
ベ
テ
ル
伝
承
を
保
存
し
て
い
る
（
エ
レ
ミ
や
四
八
・
＋
三
）
。

偶
　
シ
ッ
テ
ム
で
の
バ
ア
ル
・
ペ
ォ
ル
礼
拝

　
シ
ッ
テ
ム
で
の
バ
ア
ル
・
ペ
オ
ル
礼
拝
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
宗
教
危
機
の
一
つ
で
、
戸
数
記
二
五
・
一
…
五
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
イ
ス
ラ
エ
ル
は
シ
ッ
テ
ム
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
間
に
、
民
は
モ
ア
ブ
の
娘
た
ち
と
姦
淫
（
§
『
）
を
始
め
た
。
…
…
イ
ス
ラ
エ
ル
は
か

　
く
し
て
、
ペ
オ
ル
の
バ
ア
ル
に
つ
き
従
っ
た
の
で
、
主
は
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対
し
て
怒
っ
た
。
」
（
民
数
二
五
章
二
・
琶
）
。

　
シ
ッ
テ
ム
で
の
バ
ア
ル
・
ペ
オ
ル
礼
拝
は
宗
教
的
姦
淫
と
し
て
非
難
さ
れ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
罪
と
し
て
繰
り
返
し
語
ら
れ
、
「
姦
淫
の
主

題
」
に
よ
っ
て
、
ア
サ
フ
詩
篇
、
ホ
セ
ア
、
エ
レ
ミ
ヤ
に
継
承
さ
れ
た
。

　
「
彼
ら
は
ペ
ナ
ル
の
バ
ア
ル
を
慕
っ
て
、
死
ん
だ
者
に
揮
げ
た
い
け
に
え
を
食
べ
た
。
…
彼
ら
は
そ
の
お
こ
な
い
に
よ
っ
て
、
姦
淫

　
（
N
三
ρ
）
を
し
た
」
（
詩
篇
一
〇
六
二
一
八
、
三
九
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
ホ
セ
ア
書
で
は
、
「
姦
淫
扁
（
諺
ざ
）
は
契
約
破
棄
と
い
う
根
本
的
罪
を
表
わ
す
定
型
と
し
て
よ
く
溺
い
ら
れ
た
。
　
バ
ア
ル
・
ペ
オ
ル
伝
承

は
ホ
セ
ア
書
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。

　
「
イ
ス
ラ
エ
ル
よ
、
あ
な
た
は
淫
行
を
な
し
て
、
あ
な
た
の
神
を
捨
て
た
。
彼
ら
は
バ
ア
ル
・
ペ
オ
ル
へ
行
き
、
身
を
バ
ア
ル
に
ゆ
だ

　
ね
た
。
」
（
九
章
一
・
＋
節
）

　
エ
レ
ミ
や
書
二
章
で
、
エ
レ
ミ
ヤ
は
同
時
代
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
背
信
の
情
況
を
現
実
化
す
る
た
め
に
こ
の
歴
史
的
繊
来
事
を
引
用
し
た
。
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「
す
べ
て
の
高
い
丘
の
上
と
、
青
木
の
下
で
、
身
を
屈
め
、
姦
淫
を
し
た
。
」
（
二
〇
節
）

　
エ
レ
ミ
ヤ
ニ
章
は
「
姦
淫
モ
チ
ー
フ
」
の
伝
承
を
受
け
継
い
で
い
る
。
…
そ
れ
は
シ
ッ
テ
ム
の
バ
ア
ル
・
ペ
オ
ル
の
宗
教
的
危
機
に
由

来
し
、
ホ
セ
ア
、
詩
篇
一
〇
六
に
継
承
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
宗
教
的
危
機
の
伝
承
（
荒
野
で
の
つ
ぶ
や
き
、
金
の
仔
牛
礼
拝
、
シ
ッ
テ
ム
で
の
バ
ア
ル
・
ペ
オ
ル
礼
拝
の
伝
承
）
が

申
命
懸
三
二
章
、
ホ
セ
ア
書
、
ア
サ
フ
詩
篇
（
特
に
七
八
、
八
一
、
一
〇
六
篇
）
と
エ
レ
ミ
ヤ
ニ
章
に
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

従
っ
て
、
こ
れ
が
保
存
さ
れ
た
の
は
お
そ
ら
く
北
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
い
て
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
。

　
　
B
　
契
約
肉
尊
と
の
関
連
に
お
け
る
臓
悔
の
礼
拝

　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
○
曾
国
．
芝
ユ
α
q
犀
は
「
北
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
い
て
、
契
約
更
「
食
牛
は
、
お
そ
ら
く
、
或
る
時
、
肉
粉
モ
チ
…
フ
の
使
用
に
よ
っ
て
、
骸
悔

の
礼
拝
に
変
っ
た
の
で
あ
ろ
う
扁
と
述
べ
て
い
る
。
従
っ
て
、
契
約
肉
詠
と
繊
悔
の
礼
拝
と
の
関
係
を
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
ベ
テ
ル
に
お
け
る
繊
悔
の
礼
拝
（
士
師
）

　
士
師
二
章
（
契
約
沁
き
の
原
形
の
章
句
）
は
べ
テ
ル
と
繊
悔
の
礼
拝
と
の
結
び
つ
き
を
述
べ
て
い
る
。

　
門
主
の
使
い
が
ギ
ル
ガ
ル
ら
ボ
キ
ム
（
ピ
×
×
“
ベ
テ
ル
）
に
来
た
。
　
　
主
の
使
い
が
こ
れ
ら
の
言
葉
を
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
々
に
告
げ
た

　
の
で
、
民
は
声
を
あ
げ
て
泣
い
た
。
そ
れ
で
そ
の
所
の
名
を
ボ
キ
ム
と
呼
ん
だ
」
（
一
…
五
節
）
。

　
士
師
二
〇
章
は
べ
テ
ル
が
北
イ
ス
ラ
エ
ル
の
祭
儀
の
主
要
な
中
心
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

　
「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
々
は
、
、
ヘ
テ
ル
に
の
ぼ
り
、
神
に
尋
ね
た
。
…

　
イ
ス
ラ
エ
ル
の
す
べ
て
の
人
々
は
べ
テ
ル
に
上
っ
て
行
っ
て
泣
き
、
主
の
前
に
座
し
て
、
そ
の
日
夕
暮
ま
で
断
食
し
た
一
…
そ
の
こ
ろ

　
神
の
契
約
の
箱
は
そ
こ
に
あ
っ
た
l
I
。
」
（
二
〇
・
＋
八
一
エ
ハ
⊥
モ
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
銀
師
時
代
、
ベ
テ
ル
は
宗
教
遮
合
の
祭
儀
の
中
心
地
で
あ
っ
て
、
断
食
（
戯
悔
の
礼
拝
）
が
行
な
わ
れ
た
。
芝
．
じ
d
Φ
亀
岡
コ
は
宗
教
連
合

の
断
食
・
繊
悔
（
の
礼
拝
）
は
契
約
沁
尊
の
「
祭
儀
的
生
活
の
座
」
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
契
約
肉
詠
と
、
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ベ
テ
ル
（
士
師
隠
代
の
祭
儀
的
中
心
地
）
に
お
け
る
横
悔
の
礼
拝
と
の
閥
に
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
を
見
出
す
。

　
2
　
ベ
テ
ル
伝
承
と
ヤ
コ
ブ
伝
承
（
創
世
記
）

　
創
世
記
で
は
、
ヤ
コ
ブ
伝
承
と
べ
テ
ル
伝
承
と
は
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　
　
乱
　
ヤ
コ
ブ
と
べ
テ
ル

　
ヤ
コ
ブ
が
ベ
テ
ル
の
地
名
を
名
づ
け
た
こ
と
は
三
度
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
ヤ
コ
ブ
は
そ
の
所
の
名
を
ベ
テ
ル
と
名
づ
け
た
」
（
創
世
記
二
八
二
九
、
三
五
・
七
、
＋
五
）
。

　
　
域
　
ヤ
ハ
ウ
ェ
と
ヤ
コ
ブ
と
の
出
会
い

　
ヤ
コ
ブ
物
語
で
は
、
ヤ
コ
ブ
は
ヤ
ハ
ウ
ェ
と
べ
テ
ル
で
出
会
っ
た
（
創
世
記
二
八
・
＋
七
①
8
）
。

　
「
神
の
使
は
嘗
つ
た
。
『
わ
た
し
は
べ
テ
ル
の
神
で
あ
る
』
」
（
創
撤
記
三
一
章
＋
…
ご

　
「
ヤ
コ
ブ
は
神
が
自
分
と
語
ら
れ
た
そ
の
場
断
を
ベ
テ
ル
と
名
づ
け
た
。
鳳
（
創
世
記
三
鷲
・
七
、
蓋
）

　
　
仏
　
ヤ
コ
ブ
と
べ
テ
ル
（
バ
ク
テ
）
と
の
結
合

　
一
，
デ
ボ
ラ
が
死
ん
で
、
ベ
テ
ル
の
し
も
、
か
し
の
木
の
下
に
葬
ら
れ
た
。
そ
れ
で
そ
の
木
の
名
は
ア
ロ
ン
・
バ
ク
テ
（
嘆
き
の
か
し
の
木
）

　
と
呼
ば
れ
た
。
」
（
創
世
記
三
五
・
八
）

　
＆
　
苦
難
の
日
に
（
創
世
記
三
五
二
⊥
6

　
「
ヤ
コ
ブ
は
言
っ
た
。
ベ
テ
ル
に
上
り
、
そ
の
所
で
、
苦
難
の
田
に
わ
た
し
に
応
え
、
わ
た
し
の
行
く
遵
で
共
に
お
ら
れ
た
神
に
祭
壇

　
を
造
ろ
う
」
（
創
世
記
三
五
二
6
。

　
こ
の
章
句
は
べ
テ
ル
で
の
臓
悔
の
礼
拝
に
書
及
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
や
コ
ブ
の
苦
難
の
口
に
な
さ
れ
た
神
の
恵
み
を
想
起
し
、
異
な

る
神
を
捨
て
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
に
の
み
仕
え
る
こ
と
を
誓
う
礼
拝
が
行
な
わ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
な
り

　
3
　
ホ
セ
ア
十
二
章
に
お
け
る
ヤ
コ
ブ
（
ベ
テ
ル
）
伝
承
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ホ
セ
ア
は
囚
①
率
≦
o
凱
ω
や
語
呂
合
せ
を
用
い
て
、
ヤ
コ
ブ
物
語
を
総
括
的
記
述
の
中
に
統
合
し
て
い
る
。
即
ち
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
肉
蓼
、

ボ
キ
ム
（
泣
涕
）
、
ベ
テ
ル
等
が
、
皆
連
結
さ
れ
て
い
る
。

　
「
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
イ
ス
ラ
エ
ル
と
争
い
（
沁
§
ヤ
コ
ブ
を
罰
し
た
。
一

　
　
　
彼
（
ヤ
コ
ブ
）
は
天
使
と
争
っ
て
勝
ち
、
彼
（
ヤ
コ
ブ
）
は
泣
い
て
あ
わ
れ
み
を
求
め
た
。
ベ
テ
ル
で
、
主
（
ヤ
ハ
ウ
諜
）
は
彼
を
見
出

　
　
　
し
、
そ
の
所
で
、
主
は
彼
（
ヤ
コ
ブ
）
と
語
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
な
た
は
、
あ
な
た
の
神
に
立
ち
帰
れ
」
（
ホ
セ
ア
＋
二
章
隈
五
・
七
）
。

　
こ
の
預
言
詩
は
イ
ス
ラ
エ
ル
を
背
信
か
ら
悔
い
改
め
さ
せ
る
義
血
へ
の
量
的
を
も
っ
て
い
る
。

　
4
　
エ
レ
ミ
や
書
二
章
の
口
述
の
轡
的
（
エ
レ
ミ
や
三
六
章
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

　
エ
レ
ミ
や
書
三
六
章
に
は
、
エ
レ
ミ
ヤ
が
「
原
巻
物
」
（
d
7
因
。
ぽ
）
一
そ
の
中
に
エ
レ
ミ
ャ
ニ
章
が
含
ま
れ
て
い
る
一
を
バ
ル
ク

に
口
述
し
た
過
程
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
民
　
エ
ホ
ヤ
キ
ム
の
第
四
年
に

　
「
ユ
ダ
の
王
、
ヨ
シ
ヤ
の
子
エ
ホ
ヤ
キ
ム
の
四
年
」
と
い
う
年
代
記
述
は
エ
レ
ミ
や
書
に
三
度
記
さ
れ
て
い
る
。
（
二
五
二
、
三
六
二
、

四
五
二
）
。
　
こ
の
年
代
は
エ
レ
ミ
や
書
に
お
い
て
、
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
エ
ホ
ヤ
キ
ム
の
第
四
年
は
、
六
〇
五
年

（
四
月
）
～
六
〇
四
年
（
四
月
）
の
間
で
あ
っ
た
。
六
〇
五
年
の
晩
春
も
し
く
は
初
夏
、
ネ
ブ
カ
ド
ネ
ザ
ル
王
は
エ
ジ
プ
ト
軍
を
カ
ル
ケ
ミ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

ユ
の
戦
い
で
破
り
、
シ
リ
ヤ
に
進
軍
し
始
め
た
。
」
さ
ら
に
匂
．
し
d
詠
α
q
窪
は
説
明
す
る
、
「
こ
の
事
件
は
あ
の
巻
物
の
書
か
れ
る
動
機
と
な

っ
た
事
は
確
か
ら
し
い
」
。

　
b
　
エ
レ
ミ
ヤ
の
口
述
の
醸
的

　
エ
レ
ミ
ヤ
の
預
言
の
…
琶
葉
が
口
述
さ
れ
た
目
的
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
「
ユ
ダ
の
家
が
私
の
下
そ
う
と
し
て
い
る
災
を
聞
い
て
、
そ
の
悪
の
道
を
離
れ
て
帰
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
私
は
そ
の

　
　
と
が
と
罪
を
ゆ
る
す
か
も
知
れ
な
い
」
（
エ
レ
ミ
ヤ
＝
烹
ハ
・
職
、
七
）
。
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こ
の
巻
物
は
ユ
ダ
の
民
に
悔
改
め
の
機
会
を
備
え
る
こ
と
を
意
図
し
て
記
述
さ
れ
た
（
…
二
軸
ハ
・
七
、
　
…
四
．
五
一
）
。
従
っ
て
、
エ
レ
「
ミ
ヤ
は
バ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

ル
ク
に
、
断
食
の
日
に
巻
物
を
読
む
こ
と
を
命
じ
た
（
三
六
・
照
）
。
跨
噛
ゆ
〔
毎
三
白
H
白
は
説
明
し
て
書
う
。
「
エ
レ
ミ
ヤ
は
、
原
巻
物
を
口
述

し
た
時
、
既
に
「
断
食
の
些
し
に
読
む
こ
と
を
心
に
決
め
て
い
た
の
で
、
そ
の
主
題
に
そ
っ
て
預
言
詩
を
配
列
し
た
。
そ
の
こ
と
を
、
こ

の
章
句
（
三
六
章
六
節
）
は
示
竣
し
て
い
る
」
と
。

　
断
食
の
爾
は
か
く
し
て
、
エ
レ
、
・
・
ヤ
が
「
預
言
者
の
肉
蓼
様
式
」
に
よ
る
預
言
を
語
る
機
会
を
備
え
た
。
断
食
の
日
（
悔
改
め
の
縫
）
、

肉
き
様
式
の
預
言
詩
、
悔
改
め
へ
の
勧
め
、
の
結
合
は
北
イ
ス
ラ
エ
ル
伝
承
（
ベ
テ
ル
を
中
心
と
し
た
）
に
根
ざ
し
、
士
師
記
、
ホ
セ
ア
書

を
通
し
て
エ
レ
ミ
ヤ
に
継
承
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
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笛
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℃
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C
　
契
約
沁
辱
伝
承
の
担
手
た
る
サ
…
ク
ル

　
契
約
肉
き
伝
承
の
担
手
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
1
　
北
イ
ス
ラ
エ
ル
の
預
言
者
の
サ
ー
ク
ル

　
イ
ス
ラ
エ
ル
の
宗
教
的
危
機
に
際
し
、
契
約
肉
ミ
様
式
の
言
葉
は
、
聖
書
伝
承
に
よ
れ
ば
、
モ
ー
セ
を
は
じ
め
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
使
者
、

ヤ
ハ
ウ
ェ
の
預
言
老
、
ホ
セ
ア
、
エ
レ
ミ
ヤ
、
ア
サ
フ
の
詩
篇
の
人
々
等
に
よ
っ
て
、
イ
ス
ラ
土
ル
の
人
々
に
向
け
て
語
ら
れ
た
。
彼
ら

は
共
通
性
を
も
っ
て
い
る
。
即
ち
、
彼
ら
は
ヤ
ハ
ウ
ェ
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
老
（
使
者
、
預
言
者
）
で
、
契
約
調
川
を
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
々
に

対
し
て
語
る
も
の
と
し
て
訴
え
て
い
る
。

　
乱
　
ヤ
ハ
ウ
ェ
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
使
者
（
預
欝
港
）

　
　
モ
…
セ
（
巾
命
記
三
二
章
）

　
　
　
「
私
は
あ
な
た
を
パ
ロ
に
つ
か
わ
す
」
（
出
エ
ジ
プ
ト
三
・
学
＋
五
）

　
　
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
使
者
（
士
師
二
・
じ

　
　
　
「
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
使
い
が
ギ
ル
ガ
ル
か
ら
ボ
キ
ム
に
上
っ
た
。
」

　
　
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
預
言
土
佃

　
　
　
「
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
ひ
と
り
の
預
言
者
を
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
々
に
つ
か
わ
し
た
」
（
土
師
六
・
七
）

　
　
ギ
ー
ア
ナ
〔
γ
　
（
士
師
六
、
　
三
一
肉
凡
ぴ
）

　
　
　
「
主
は
彼
（
ギ
デ
オ
ン
）
に
言
わ
れ
た
。
『
私
が
あ
な
た
を
つ
か
わ
す
の
で
は
な
い
か
』
（
土
師
六
、
＋
四
）
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サ
ム
エ
ル
（
サ
ム
エ
ル
は
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
前
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
争
っ
た
ー
サ
ム
エ
ル
上
・
十
二
・
一
）

　
　
　
「
サ
ム
エ
ル
は
サ
ウ
ル
に
労
っ
た
『
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
私
を
つ
か
わ
し
た
…
…
』
（
サ
ム
エ
ル
上
・
十
五
二
）

　
　
ホ
七
ア
（
涜
き
、
二
・
四
、
四
一
、
四
．
四
＼
十
二
三
）

　
　
　
「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
入
々
よ
、
主
の
言
葉
を
聞
け
、
主
は
こ
の
地
に
住
む
者
と
争
わ
れ
る
（
竈
墜
ご
（
四
二
）

　
　
エ
レ
ミ
ヤ
（
涜
㌧
腎
、
二
・
九
、
九
）

　
　
　
一
、
ヤ
コ
ブ
の
家
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
家
よ
…
…
主
の
言
葉
を
聞
け
。
」
（
二
・
四
）

　
エ
レ
ミ
ヤ
は
エ
、
ー
セ
や
サ
ム
エ
ル
の
預
言
者
伝
承
に
立
っ
て
い
た
（
十
五
・
一
）
。

　
ヤ
ハ
ウ
ェ
に
つ
か
わ
さ
れ
た
使
者
（
預
欝
者
）
と
い
う
特
性
が
彼
ら
に
共
通
し
て
い
る
。
即
ち
、
彼
ら
は
や
ハ
ウ
ヱ
か
ら
の
メ
ッ
セ
…

ジ
を
イ
ス
ラ
エ
ル
に
伝
え
る
た
め
ヤ
ハ
ウ
ェ
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
使
者
で
あ
る
。

　
翫
　
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
使
者
と
契
約
肉
尊
と
の
関
係

　
こ
の
間
諜
に
つ
い
て
は
、
患
エ
ジ
プ
ト
記
三
二
章
は
重
要
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
は
金
の
仔
牛
の
事
件
で
ヤ
ハ
ウ
ェ
に
背
き
、
契
約
を

破
っ
た
（
出
エ
ジ
プ
ト
三
二
・
＋
九
）
。
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
背
儒
の
民
を
滅
ぼ
す
で
あ
ろ
う
。
い
か
に
し
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
な
お
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
践

た
り
え
る
だ
ろ
う
か
？
　
そ
の
答
え
は
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
が
そ
の
民
イ
ス
ラ
エ
ル
に
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
使
者
を
つ
か
わ
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
私
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

ひ
と
り
の
使
者
を
つ
か
わ
す
」
（
三
三
・
二
）
。
主
の
使
者
は
仲
保
者
で
あ
っ
た
。
彼
は
ヤ
ハ
ウ
ェ
と
の
契
約
更
新
の
た
め
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル

に
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
道
を
示
す
者
で
あ
る
。
こ
の
職
能
は
一
方
で
は
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
一
、
怒
り
の
し
る
し
』
で
あ
り
、
他
は
イ
ス
ラ
エ
ル
を
救
お
う

と
さ
れ
る
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
御
心
の
し
る
し
で
あ
っ
た
。
彼
は
人
間
の
側
（
イ
ス
ラ
エ
ル
の
罪
と
背
信
）
と
神
の
側
（
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
沸
き
と
救
の
働
き
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
両
側
を
強
調
す
る
。

　
預
言
者
職
と
肉
さ
と
の
関
係
に
関
し
て
ρ
図
ン
く
壇
茜
窪
ぱ
言
う
。
「
預
導
者
が
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
イ
入
ラ
エ
ル
に
厳
き
ば
語
ら

れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
肉
懲
様
式
は
、
預
言
者
職
の
神
単
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対
す
る
神
支
配
の
動
的
部
分
と
し
て
真
剣
に
取
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上
げ
ら
れ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
芋
ク
ル
（
即
ち
北
イ
ス
ニ
ル
）
歯
来
し
た
に
ち
が
い
な
．
国
．
・
」
と
・

　
　
2
　
北
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
け
る
レ
ビ
の
サ
ー
ク
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
契
約
門
口
に
お
け
る
レ
ビ
の
サ
ー
ク
ル
の
役
割
は
、
一
層
厳
密
な
吟
味
を
要
す
る
。
レ
ビ
の
起
源
に
関
し
て
は
問
題
が
多
い
。

　
翫
　
モ
ー
セ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
V

　
聖
書
伝
承
に
よ
れ
ば
、
モ
ー
セ
は
「
レ
ビ
の
家
の
出
身
」
で
あ
っ
た
（
出
エ
ジ
プ
ト
ニ
ニ
⊥
一
）
。

　
h
　
カ
デ
シ
の
レ
ビ
人

　
創
世
記
十
四
・
七
で
は
、
カ
デ
シ
は
「
エ
ン
・
ミ
シ
ュ
パ
テ
」
（
審
き
の
寒
）
と
も
呼
ば
れ
た
。
又
、
メ
リ
バ
と
結
合
し
て
、
「
カ
デ
シ
の

メ
リ
バ
」
と
も
表
現
さ
れ
た
（
民
数
二
記
二
七
・
ヤ
四
、
申
命
記
コ
一
二
・
五
一
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
四
七
・
＋
九
、
四
八
・
二
照
）
。

　
　
　
　
　
（
7
）

　
妻
．
国
ざ
畔
○
響
は
説
明
し
て
言
う
「
レ
ビ
人
は
、
カ
デ
シ
で
の
最
初
の
祭
司
達
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
最
初
か
ら
ミ
シ
ュ
バ
ト
（
劇
世
記

一
四
・
七
、
出
エ
ジ
プ
ト
一
五
・
二
五
）
ぬ
＼
沁
辱
（
メ
リ
バ
、
出
エ
ジ
プ
ト
＋
七
二
一
。
七
）
な
ど
の
聖
（
カ
デ
シ
）
伝
承
の
保
持
と
関
係
し
て
い
た
偏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

と
。
レ
ビ
人
と
カ
デ
シ
と
の
関
係
は
な
お
検
討
す
べ
き
閥
題
と
し
て
残
る
。

　
G
　
レ
ビ
人
と
出
エ
ジ
プ
ト
三
二
章
二
早
二
九

　
出
エ
ジ
プ
ト
記
三
二
章
に
、
祭
司
職
が
モ
ー
セ
に
よ
っ
て
レ
ビ
の
子
ら
に
委
託
さ
れ
た
記
事
が
あ
る
。
こ
の
記
述
は
レ
ビ
の
祭
司
職
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

み
な
ら
ず
、
他
の
部
族
か
ら
の
レ
ビ
族
の
分
離
を
も
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
物
語
は
「
手
を
満
た
す
」
（
こ
九
節
）
と
い
う
二
重
の
意
味
を

も
つ
表
現
に
麦
配
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
「
背
信
の
兄
弟
」
　
（
部
族
）
を
殺
し
た
し
と
い
う
意
味
と
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
に
身
を
拝
げ
て
「
祭
司
に
な

　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

る
」
と
い
う
意
味
で
。

　
＆
　
レ
ビ
入
と
申
命
記
三
三
章
八
i
＋
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
モ
！
セ
の
祝
福
（
申
命
記
三
三
章
）
の
中
で
、
レ
ビ
に
関
す
る
叙
述
に
二
形
態
が
あ
．
る
。

　
　
1
　
単
数
形
の
部
分
（
古
い
部
分
八
、
九
・
、
土
節
）
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「
あ
な
た
は
メ
リ
バ
の
水
の
ほ
と
り
で
、
彼
（
レ
ビ
）
と
争
わ
れ
た
（
沁
§
」
（
八
節
）

　
こ
こ
に
は
メ
リ
バ
と
肉
魯
の
語
呂
合
わ
せ
が
あ
る
。

　
　
2
　
複
数
形
の
部
分
（
附
加
部
分
九
b
、
＋
節
）

　
　
　
「
あ
な
た
の
言
葉
に
従
い
、
あ
な
た
の
契
約
を
守
っ
た
」
（
九
節
）

　
こ
こ
に
シ
ナ
イ
契
約
伝
承
（
出
エ
ジ
プ
ー
・
十
九
蹴
三
…
八
参
照
）
が
継
承
さ
れ
て
い
る
．

　
レ
ビ
に
対
す
る
モ
ー
七
の
祝
福
は
カ
デ
シ
（
メ
リ
バ
）
伝
承
と
シ
ナ
イ
（
契
約
）
伝
承
の
結
含
を
保
存
し
て
い
る
。

　
鉱
　
北
イ
ス
ラ
エ
ル
の
レ
ビ
人

①
　
ヤ
ラ
ベ
ァ
ム
ー
世
の
世
に

　
イ
ス
ラ
エ
ル
の
王
ヤ
ラ
ベ
ア
ム
ー
世
は
二
つ
の
金
の
仔
牛
を
造
り
、
　
一
つ
を
ベ
テ
ル
に
、
　
一
つ
を
ダ
ン
に
お
い
た
。
彼
は
ま
た
レ
ビ
の

子
孫
で
な
い
一
般
の
民
か
ら
祭
司
を
任
命
し
た
（
列
王
記
上
十
二
章
二
八
、
…
三
）
。
歴
代
志
の
記
述
に
よ
れ
ば
、

　
　
　
「
レ
ビ
人
は
自
分
の
放
牧
地
と
領
地
を
離
れ
て
ユ
ダ
と
エ
ル
サ
レ
ム
へ
来
た
。
こ
れ
は
や
ラ
ベ
ア
ム
と
そ
の
子
ら
が
彼
ら
を
排
斥

　
　
　
し
て
、
主
の
前
に
祭
司
の
務
を
さ
せ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
」
（
騰
代
志
下
、
＋
一
章
叢
節
）
。

　
か
か
る
情
況
に
お
い
て
も
、
あ
る
レ
ビ
人
た
ち
（
ヤ
ハ
ウ
ェ
に
仕
え
る
レ
ビ
人
）
は
北
イ
ス
ラ
エ
ル
に
留
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
サ

マ
リ
や
滅
亡
後
、
イ
ス
ラ
エ
ル
人
は
ア
ッ
ス
リ
ヤ
へ
移
さ
れ
た
。
し
か
し
、
ア
ッ
ス
リ
や
王
の
命
に
よ
り
、

　
　
　
「
サ
ザ
、
リ
ヤ
か
ら
（
ア
ッ
ス
リ
ヤ
に
）
移
さ
れ
た
祭
剤
の
ひ
と
り
が
来
て
ベ
テ
ル
に
住
み
、
ど
の
よ
う
に
主
を
敬
う
べ
き
か
を
彼
ら

　
　
　
に
教
え
た
」
（
列
王
記
下
、
十
七
章
二
八
節
）
。

②
レ
ビ
人
た
ち
と
契
約
の
箱

　
　
　
「
主
の
契
約
の
箱
」
と
の
関
係
で
、
　
レ
ビ
人
は
重
要
な
役
割
を
果
し
た
。

　
　
　
〔
、
レ
ビ
人
で
あ
る
祭
射
た
ち
が
、
あ
な
た
が
た
の
神
、
主
の
契
約
の
箱
を
か
つ
ぎ
あ
げ
る
」
（
ヨ
シ
・
ニ
ノ
三
章
輩
、
八
章
ヨ
三
）
。

一　22　一



　
申
命
記
の
中
に
レ
ビ
人
の
職
能
が
記
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
「
主
の
契
約
の
箱
を
か
つ
ぐ
レ
ビ
の
子
孫
で
あ
る
祭
司
」
（
延
命
記
三
一
管
腔
）

　
　
　
　
「
主
の
契
約
の
箱
を
か
つ
ぐ
レ
ビ
人
」
（
嘩
命
記
三
一
章
二
五
）
。

　
モ
ー
セ
の
歌
（
申
命
記
三
…
一
章
）
は
「
主
の
契
約
の
箱
を
か
つ
ぐ
レ
ビ
人
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は

カ
デ
シ
（
メ
リ
バ
）
伝
承
（
三
二
章
釜
節
）
、
シ
ナ
イ
契
約
伝
承
（
三
一
章
一
西
節
以
下
）
及
び
、
　
ヨ
ル
ダ
ン
渡
河
の
伝
承
（
三
二
章
四
七
節
）
を
も
継

承
し
た
。
か
か
る
レ
ビ
人
グ
ル
ー
プ
は
北
イ
ス
ラ
エ
ル
の
レ
ビ
人
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
歴
代
志
に
よ
れ
ば
、
レ
ビ
人
は
ダ
ビ
デ
王
、
ソ
ロ
モ
ン
王
時
代
に
も
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
契
約
の
箱
に
関
し
て
特
別
の
役
割
を
果
し
た
（
歴

代
上
、
＋
五
章
二
．
＋
五
節
、
月
下
、
五
章
四
節
）
。
そ
れ
故
、
北
イ
ス
ラ
エ
ル
の
レ
ビ
人
の
あ
る
グ
ル
ー
プ
は
カ
デ
シ
（
メ
リ
バ
）
、
シ
ナ
イ
伝
承
及

び
主
の
契
約
の
箱
と
の
関
連
で
、
重
要
な
役
割
を
継
承
し
て
来
た
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
幽
来
る
。

　
　
3
　
ア
サ
フ
詩
篇
の
人
々

　
契
約
肉
錨
伝
承
の
背
景
に
、
ど
の
よ
う
な
サ
ー
ク
ル
が
そ
の
担
手
と
し
て
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
か
？

　
こ
の
問
題
に
対
し
、
私
は
「
ア
サ
フ
詩
篇
の
人
々
」
（
ア
サ
フ
詩
篇
を
俵
熟
し
た
人
々
）
を
提
唱
し
た
い
。
彼
ら
は
レ
ビ
的
・
預
書
者
的
性

格
を
も
ち
、
モ
ー
セ
契
約
伝
承
に
深
く
連
な
っ
て
い
る
。

　
a
　
ヤ
ハ
ウ
ェ
に
献
身
し
た
レ
ビ
人
の
一
グ
ル
ー
プ

　
ア
サ
フ
と
ア
サ
フ
詩
篇
の
人
々
は
レ
ビ
人
で
あ
っ
た
（
歴
代
志
上
、
＋
五
章
＋
七
節
以
下
、
六
出
曇
死
画
瓢
蘇
）
。

　
聖
書
伝
承
に
よ
れ
ば
、
レ
ビ
人
は
シ
ナ
イ
／
ホ
レ
ブ
で
の
金
の
仔
牛
礼
拝
の
事
件
に
よ
る
宗
教
的
危
機
に
際
し
、
重
要
な
役
割
を
果
し

た
。
モ
ー
セ
は
レ
ビ
人
に
言
っ
た
。

　
　
　
「
山
の
．
な
た
が
た
は
き
ょ
海
り
ヤ
ハ
ウ
ェ
　
に
山
窟
を
献
礎
り
た
」
　
（
出
エ
ジ
プ
ト
一
二
一
蔵
早
二
九
）
　
キ
｝
。

　
ヤ
ラ
ベ
ア
ム
ー
世
が
、
二
つ
の
金
の
仔
牛
を
造
り
、
ベ
テ
ル
と
ダ
ン
に
お
き
、
レ
ビ
人
で
な
い
祭
司
た
ち
を
任
命
し
た
（
列
山
上
、
＋
∴

章
｝
三
）
時
、
北
イ
ス
ラ
エ
ル
の
レ
ビ
人
祭
司
た
ち
は
バ
ア
ル
礼
拝
に
挑
戦
し
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
剣
聖
を
調
強
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
困
難
で
ぱ
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な
い
。
「
イ
ス
ラ
エ
ル
を
エ
ジ
プ
ト
か
ら
導
き
出
し
た
の
は
ヤ
ハ
ウ
ェ
で
あ
る
」
と
の
信
仰
告
白
を
継
承
し
て
。

　
ヒ
ゼ
キ
や
王
は
、
レ
ビ
人
（
特
に
ア
サ
フ
の
詩
篇
を
も
っ
て
ヤ
ハ
ウ
ェ
を
讃
美
し
た
レ
ど
入
）
に
言
っ
た
、
　
劉
あ
な
た
が
た
は
き
ょ
う
ヤ
ハ
ウ
ェ

に
献
身
し
た
〕
と
（
歴
代
志
下
、
二
九
章
…
竺
）
。

　
翫
　
預
雪
黛
茗
的
株
臨
格
（
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
預
…
冨
者
）

　
歴
代
志
の
伝
承
に
よ
れ
ぽ
、
ア
サ
フ
は
先
見
者
（
歴
代
憲
下
、
二
九
章
　
二
〇
、
陶
ヨ
煮
章
＋
菰
）
と
呼
ば
れ
た
i
「
今
の
韓
語
者
は
昔
、
先
見

者
と
い
わ
れ
て
い
た
」
（
サ
ム
エ
ル
上
、
九
章
九
）
！
。
事
実
、
　
ア
サ
フ
の
詩
篇
は
特
に
、
預
言
者
的
特
質
を
も
つ
詩
篇
五
〇
、
八
一
篇
を
含

ん
で
い
る
。

　
　
　
「
ア
サ
フ
の
子
た
ち
は
ア
サ
フ
の
指
揮
の
下
に
王
の
命
に
よ
っ
て
、
預
愛
し
た
者
で
あ
る
」
（
歴
代
上
、
一

　
レ
ビ
入
ゲ
ル
シ
ョ
ン
ー
ア
サ
フ
の
系
図
の
中
に
、
イ
ド
の
名
が
現
わ
れ
る
（
歴
代
江
上
、
六
章
六
（
弗
訳
一
…
一
節
）
、
漏
九
i
曜
δ
。
彼
は
「
先
見
者

イ
ド
レ
（
歴
代
志
下
、
九
・
二
九
、
十
二
章
＋
．
5
、
又
「
．
預
欝
者
イ
ド
」
（
歴
代
志
下
、
十
三
章
三
灘
）
と
呼
ば
れ
た
。

　
歴
代
志
下
二
〇
章
で
は
「
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
霊
が
会
衆
の
中
で
、
ア
サ
フ
の
子
孫
で
あ
る
レ
ビ
人
ヤ
ハ
ジ
エ
ル
に
臨
ん
だ
」
と
記
さ
れ
て
い

る
。
ヤ
ハ
ジ
エ
ル
は
典
型
的
な
預
欝
定
型
で
語
っ
た
、
「
ユ
ダ
の
人
々
よ
、
聞
き
な
さ
い
ー
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
こ
う
言
わ
れ
る
一
」
（
二

〇
章
十
照
．
＋
五
錦
）
（

　
ア
サ
フ
の
人
々
は
レ
ビ
人
の
中
で
、
特
に
預
言
者
的
役
割
を
継
承
し
た
グ
ル
ー
プ
で
・
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
じ
　
契
約
と
の
関
係

　
①
　
ダ
ビ
デ
王
時
代
、
聖
書
伝
承
に
よ
れ
ば
、
ダ
ビ
デ
王
が
契
約
の
箱
を
エ
ル
サ
レ
ム
に
移
す
と
き
、
ア
サ
フ
は
ヘ
マ
ン
及
び
エ
タ
ン

と
共
に
選
ば
れ
て
、
楽
長
と
な
っ
た
（
歴
代
志
上
、
＋
五
・
＋
庸
？
＋
九
）
。
ア
サ
フ
は
ヤ
ハ
ウ
ェ
を
讃
美
し
、
契
約
の
箱
の
前
に
留
ま
り
、
常
に

箱
の
蔚
に
仕
え
る
者
と
な
っ
た
（
騰
代
志
上
、
＋
六
・
四
…
七
、
看
）
。

　
②
ヒ
ゼ
キ
や
王
時
代
（
列
王
記
下
＋
八
章
、
歴
代
志
下
、
二
九
章
以
下
）
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ヒ
ゼ
キ
や
王
は
モ
ー
セ
伝
承
に
従
っ
て
宗
教
改
革
を
し
た
（
十
王
上
下
、
＋
八
章
）
。
そ
の
治
世
に
「
ア
サ
フ
の
子
、
史
官
ヨ
ア
は
活
躍
し

た
（
列
王
記
下
、
＋
八
章
↓
六
、
三
ハ
以
下
、
三
七
）
。

　
歴
代
志
伝
承
に
よ
れ
ば
、
「
ア
サ
フ
の
子
孫
（
ゼ
カ
リ
ヤ
、
マ
ッ
タ
ニ
ヤ
）
も
、
契
約
（
更
新
）
の
礼
拝
に
参
潔
し
た
。
そ
し
て
、
レ
ビ
人
た

ち
は
王
の
命
に
よ
り
「
ダ
ビ
デ
と
ア
サ
フ
の
詩
」
を
も
っ
て
王
を
讃
美
し
た
（
歴
代
志
下
、
二
九
章
斐
．
三
〇
）
。

　
ヒ
ゼ
キ
や
王
の
宗
教
改
革
に
際
し
、
モ
ー
セ
の
契
約
伝
承
が
回
復
さ
れ
た
時
、
ア
サ
フ
の
人
々
は
重
要
な
役
割
を
果
し
た
。

　
③
ヨ
シ
ア
王
時
代
（
列
王
記
下
、
二
…
一
一
二
三
章
、
歴
代
志
下
、
三
四
一
三
五
章
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
ヨ
シ
ア
王
の
宗
教
改
革
に
関
し
、
列
王
記
と
歴
代
志
の
平
行
記
事
に
興
味
深
い
相
異
が
あ
る
。

　
　
　
「
王
は
祭
司
、
『
預
言
者
』
及
び
す
べ
て
の
民
を
従
え
て
主
の
宮
に
上
っ
た
」
（
列
王
様
下
、
二
三
章
δ
。

　
他
方
、
歴
代
志
で
は
「
祭
司
、
『
レ
ビ
び
と
』
」
（
歴
代
下
、
三
朔
章
一
δ
）
と
な
っ
て
い
る
。
預
言
者
が
こ
こ
で
レ
ビ
人
に
代
っ
て
い
る
。

　
「
過
越
の
祭
」
が
行
な
わ
れ
た
時
、
「
ア
サ
フ
の
子
孫
で
あ
る
歌
う
た
う
者
た
ち
」
は
、
ダ
ビ
デ
、
ア
サ
フ
　
　
の
命
に
従
い
、
そ
の

持
ち
場
に
い
た
」
（
歴
代
志
下
、
三
五
章
叢
）
。

　
ヨ
シ
ア
王
に
よ
っ
て
エ
ル
サ
レ
ム
神
殿
に
つ
か
わ
さ
れ
た
使
者
の
中
に
、
ヨ
ア
ハ
ズ
の
子
、
史
興
ヨ
ア
が
い
た
。
彼
ぱ
ア
サ
フ
の
人
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
（
列
王
記
下
、
＋
八
＋
八
、
…
毛
の
史
官
ヨ
ア
と
の
関
係
で
）
。

　
こ
の
よ
う
に
ヨ
シ
ヤ
の
申
命
記
宗
教
改
革
に
際
し
、
モ
…
セ
契
約
伝
承
が
嗣
復
さ
れ
た
時
、
ア
サ
フ
の
人
々
は
著
し
く
活
躍
し
た
。

　
6
。
契
約
歴
史
と
の
関
係
で

　
ヒ
ゼ
キ
や
王
の
治
世
に
、
ア
サ
フ
の
子
「
ヨ
ア
」
は
史
官
で
あ
っ
た
。
（
列
満
塁
下
、
＋
八
章
＋
八
．
・
甚
、
イ
ザ
ヤ
三
六
章
三
、
二
6
。
彼
の
務
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ハ
　

は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
歴
史
的
事
件
を
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
救
い
と
審
き
の
歴
史
（
救
済
史
）
の
形
で
記
録
す
る
「
歴
史
家
」
で
あ
っ
た
よ
う
に
考
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
韮
1
）

れ
る
。
事
実
、
詩
篇
の
中
で
、
た
だ
ア
サ
フ
の
詩
篇
だ
け
が
歴
史
的
詩
篇
（
七
八
、
一
〇
五
、
一
〇
六
）
を
含
ん
で
い
る
。
　
ア
サ
フ
の
詩
篇

の
中
に
は
、
契
約
が
強
調
さ
れ
て
お
り
（
五
〇
篇
五
、
生
ハ
、
七
八
篇
ナ
．
一
．
毛
、
一
〇
六
篇
獣
五
）
、
　
こ
れ
ら
の
章
句
は
シ
ナ
イ
契
約
伝
承
を
反
映
し
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て
い
る
（
特
に
八
一
篇
八
一
t
）
。

　
か
く
し
て
、
ア
サ
フ
詩
篇
の
人
々
に
、
　
こ
の
論
文
が
提
唱
す
る
次
の
事
柄
の
確
証
を
見
出
す
こ
と
が
娼
来
る
。
即
ち
、
「
ア
サ
フ
詩
篇

の
人
々
」
は
シ
ナ
イ
契
約
伝
承
と
契
約
沁
ミ
を
継
承
し
、
数
世
紀
に
亘
っ
て
、
そ
れ
を
イ
ス
ラ
エ
ル
の
中
に
伝
え
て
来
た
伝
承
の
担
乎

　
（
1
5
）

で
あ
る
。

〈
結
　
び
〉

　
此
の
研
究
は
、
エ
レ
ミ
や
書
二
章
の
伝
承
史
研
究
を
扱
っ
た
。
特
に
、
エ
レ
ミ
や
書
二
章
が
申
黒
雲
三
二
章
、
ホ
セ
ア
書
、
ア
サ
フ
詩

篇
を
貫
く
特
殊
伝
承
－
契
約
沁
さ
様
式
を
中
心
と
す
る
も
の
一
の
流
れ
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
実
証
し
よ
う
と
し
た
。

　
工
　
文
学
表
現
、
及
び
契
約
沁
ミ
の
様
式
と
内
容
ぱ
申
命
記
三
二
章
、
ホ
セ
ア
書
、
エ
レ
ミ
や
書
二
章
、
ア
サ
フ
詩
篇
に
共
通
で
あ
る
。

　
『
契
約
沁
さ
様
式
』
は
次
の
共
通
要
素
を
含
ん
で
い
る
。

　
　
1
　
天
（
と
地
、
イ
ス
ラ
エ
ル
）
に
対
す
る
ア
ピ
…
ル

　
　
2
契
約
歴
史
の
叙
述
ー
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
救
済
行
為

　
　
3
疑
醐
文
　
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
質
問

　
　
4
　
契
約
破
棄
の
罪
に
対
す
る
告
発

　
　
5
　
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
審
判

　
∬
　
こ
れ
ら
（
懸
命
記
三
二
、
ホ
セ
ア
、
ア
サ
フ
詩
篇
、
エ
レ
ミ
ヤ
ニ
）
は
、
部
分
的
に
そ
れ
ぞ
れ
シ
ナ
イ
契
．
約
伝
承
（
漂
型
、
出
エ
ジ
プ
ト
一
九

章
三
i
八
鄭
）
と
契
約
肉
き
伝
承
（
原
型
、
±
師
二
章
一
一
五
簾
）
に
基
づ
い
て
い
る
。

　
此
の
契
約
肉
さ
伝
承
は
そ
の
起
源
を
北
イ
ス
ラ
エ
ル
に
も
ち
、
し
か
も
預
言
者
的
i
レ
ビ
的
サ
ー
ク
ル
　
（
ア
サ
フ
詩
篇
の
人
々
）
に

よ
っ
て
保
存
さ
れ
、
伝
え
ら
れ
て
来
た
。

一　26　一



　
契
約
肉
細
伝
承
神
学
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
背
信
と
契
約
破
棄
に
対
す
る
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
審
き
の
動
的
部
分
と
考
え
ら
れ
る
。
契
約
肉
蓼

様
式
に
お
い
て
（
串
叢
記
萎
…
、
ホ
セ
ア
、
ア
サ
フ
詩
篇
、
エ
レ
ミ
ャ
ニ
）
、
救
済
伝
承
と
シ
ナ
イ
契
約
伝
承
と
は
分
離
し
て
お
ら
ず
、
　
一
つ
と
な

っ
て
い
．
る
。
エ
レ
ミ
や
書
二
章
は
契
約
隠
題
伝
承
に
立
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
自
身
の
特
質
を
も
っ
て
い
る
。

　
　
一
　
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
三
重
の
救
済
行
為
の
表
現
（
娼
エ
ジ
プ
ト
、
荒
野
の
導
き
、
カ
ナ
ン
入
国
）

　
　
2
　
イ
ス
ラ
エ
ル
の
三
重
の
否
定
的
応
答
（
三
つ
の
ご
と
三
つ
の
N
黛
鳶
）

　
　
3
三
重
の
領
域
（
法
、
祭
儀
、
鷹
際
交
渉
）

　
エ
レ
ミ
ヤ
は
単
に
契
約
遍
き
伝
承
を
継
承
し
た
だ
け
で
な
く
、
彼
の
同
時
代
の
背
信
的
現
実
に
、
彼
独
自
の
宗
教
体
験
と
思
想
を
通

し
て
、
そ
の
伝
承
を
適
用
し
、
現
在
化
し
た
の
で
あ
る
。
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